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徳島県後発医薬品適正使用協議会設置要綱

（目的）

第１条 医療関係者及び県民への後発医薬品に関する理解の向上と適正使用についての

普及促進を図るため、徳島県後発医薬品適正使用協議会（以下「協議会」という。）

を設置する。

（所掌事務）

第２条 協議会は、次の事項について協議する。

（１）後発医薬品の正しい知識の普及に関すること

（２）後発医薬品に係る情報交換に関すること

（３）その他後発医薬品の適正使用に関し必要なこと

（組織）

第３条 協議会の委員は、１５名以内で、別表に掲げる関係団体の者とする。

２ 協議会に会長、副会長を置く。

３ 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。

（会長及び副会長の職務）

第４条 会長は、会務を総理する。

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。

（会議）

第５条 会長は、必要に応じて会議を招集し、その会議の議長となる。

２ 会長は、必要があると認めたときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聴くこ

とができる。

（任期）

第６条 委員の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補

欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

（事務局）

第７条 協議会の事務局は、徳島県保健福祉部薬務課に置く。

（その他）

第８条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定

める。

附 則

１ この要綱は、平成２１年５月２７日から施行する。

２ 第５条の規定にかかわらず、最初の会議は徳島県保健福祉部長が招集する。

附 則

この要綱は、平成２３年６月６日から施行する。

附 則

この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は，平成２５年４月１日から施行する。

資料１
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資料１

別 表

徳島県後発医薬品適正使用協議会名簿

区 分 所 属 団 体 等

医療関係者 一般社団法人徳島県医師会

一般社団法人徳島県歯科医師会

薬事関係者 一般社団法人徳島県薬剤師会

徳島県病院薬剤師会

徳島県製薬協会

徳島県医薬品卸業協会

学識経験者 徳島文理大学薬学部

徳島大学薬学部

消費者代表 特定非営利活動法人徳島県消費者協会

徳島市（国民健康保険）

保険者代表

全国健康保険協会



徳島県後発医薬品
適正使用協議会

• 徳島県保健福祉部薬務課

資料２



後発医薬品使用促進に係る情勢と
令和６年度の取組について

徳島県保健福祉部薬務課





2023年３月時点
74.6％（徳島県）
81.2%（全 国）















参考：後発医薬品のある先発医薬品
（長期収載品）の選定療養について

令和６年１０月開始



○厚生労働省作成ホームページ



○厚生労働省作成リーフレット



○厚生労働省作成
リーフレット



参考：長期収載品に係る選定療養について施行直後の
対応状況報告書（2024年12月）抜粋

（一社）日本保険薬局協会
医療制度検討会

























令和６年度事業

１ 徳島県後発医薬品適正使用協議会の開催

令和７年３月７日開催

２ 後発医薬品使用促進強化事業

（１）後発医薬品使用課題の分析・切替促進

（２）県民への普及啓発事業

１）「お薬バッグ」、「お薬手帳カバー」等を利用した普及啓発

２）子育て世代をターゲットとした啓発の実施

３）e-モニターアンケートによる消費者意識調査 等

（３）保険者と連携した医療機関・薬局等への使用推進

（４）その他



２（１）後発医薬品使用課題の分析・切替促進

１）情報提供の医療データ

・対象 NDBデータを用いた薬効分類別医薬品使用

状況の分析

・対象期間 令和４年４月から令和５年３月までの１年間

２）分析の内容

都道府県ごとに、後発医薬品の使用割合を偏差値で評価

・薬効分類別

・本県での使用割合が全国平均より特に低い薬効分類の

医薬品について使用状況を比較、切替えの参考とする。

【令和６年度の取組】



本県において後発医薬品の使用割合が低い医薬品群（抜粋） _R6年度分析



本県において後発医薬品の使用割合が低い医薬品群（抜粋）_R5年度分析



県内のバイオ後続品（バイオシミラー）
の使用状況把握のための試算

第９回NDBオープンデータ（厚生労働省）
(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000177221_00014.html)

のデータをもとに事務局が作成

注意点
・処方数量は製品規格による違いは考慮せず、単純に積算したものです。
・数量が一定数量以下の製品は「－」と記載されており、積算に含まれな
いことから、特に全体の処方数量が少ないものは、必ずしも実態を反映し
ていない可能性があることを踏まえた上で、参照してください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000177221_00014.html




（２）県民への普及啓発事業

１）「お薬手帳カバー」、「お薬バッグ」を利用した普及啓発

・薬局で患者啓発に活用

（各薬局へ３月下旬送付予定）

２）一般向けセミナー・啓発活動の実施

・シルバー大学校での啓発（８回）

・LEDデジタルサイネージでの啓発広告



（２）県民への普及啓発事業

３）子育て世代をターゲットとした啓発の実施

・情報収集のための利用頻度が高いインターネットサイト等を活用、
ジェネリック医薬品の使用促進のための啓発情報発信を行い、
子育て世代層への使用促進の意識付け、定着を目指す。

４）e-モニターアンケートによる消費者意識調査

・調査期間 令和６年１１月７日～１１月２０日
・調査対象 オープンとくしまｅ－モニター１９８名
・回答状況 回答者数１５９名 回答率８０．３％



◆テレビ及びラジオＣＭによるジェネリック医薬品

使用促進の周知に関する啓発広告

テレビ

１５秒ＣＭ，令和５年１１月から令和６年１月までの平日、日曜朝夕の
番組中各１日１回、計１０５回

ラジオ

３０秒ＣＭ，令和６年２月から令和６年３月までの間、午前７時

から午後１０時までの番組内で、時間をずらして実施計９０本

◆パンフレット等による啓発

・ウェットティッシュ（タクシー協会等）

・リーフレット

・ジェネリック希望シール、など

（２）県民への普及啓発事業

file://ca36fileshare.tksm-lan.local/130335000薬務課/2021/★血液麻薬担当/R3.10.25_ジェネリックＣＭ放送前チェック/CM完成品
file://ca36fileshare.tksm-lan.local/130335000薬務課/2021/★血液麻薬担当/R3.10.25_ジェネリックＣＭ放送前チェック/CM完成品


（３）保険者と連携した使用推進事業

◆市町村等広報媒体での啓発

・市町村等広報誌 掲載

・市町村ケーブルテレビ

・市町村アナウンス広告

・ちらし配布

・ホームページ掲載

・ポスター等掲示



（４）その他の取組

○令和５年度

美馬地区での地域フォーミュラリモデル事業

１）アンケート調査と分析

２）後発医薬品適正使用セミナー(地域フォーミュラリに関する勉強会)

特別講演 「地域フォーミュラリの現状と展望について」    

講 師 一般社団法人日本フォーミュラリ学会

理事長 今井 博久氏

○令和６年度

・地域フォーミュラリの普及啓発

１）徳島県ホームページで地域フォーミュラリについて周知

２）「地域フォーミュラリ作成マニュアル」の作成と周知

・徳島県後発医薬品採用リスト（令和５年度）の作成



その他、県の取組（国保担当部局の取組）

●「データヘルス」推進事業

「ジェネリック医薬品使用実態分析事業」

国民健康保健の医療費の適正化を図るため、全国ワースト

となっているジェネリック医薬品について、病院、薬局や

市町村毎の使用実態を分析

・ジェネリック医薬品使用促進セミナー

開催日時 令和7年3月11日（火）19時から20時30分

開催場所【ハイブリッド開催】

徳島県医師会館4階研修室



令和７年度の使用促進計画（案）
について

資料３



令和７年度事業

１ 徳島県後発医薬品適正使用協議会の開催

２ 後発医薬品使用促進強化事業

●後発医薬品使用状況データの活用による切替促進

●モデル地区での取組の解析及び活用した周知・啓発

●県民への普及啓発事業

・一般向けセミナー・講習会の実施

・マスメディア、インターネット広告を活用した啓発の実施

●保険者と連携した医療機関・薬局等への使用推進



後発医薬品使用状況データの活用による切替促進

○ 80%の目標達成に向けてより効率的・効果的な切替につなげる

ため、本県における後発医薬品の使用状況について、国が提供す

るデータ等を活用し、課題を分析し、関係機関等への情報提供等

を行い、使用促進を図る。（NDBデータ等）

バイオシミラーの使用促進

○ 県内におけるバイオシミラーの使用実態の把握

○ 医療機関や薬局等を対象にしたセミナーの開催



県民への普及・啓発

○ 子育て世代や高齢者等をターゲットにweb広告等を活用した

情報提供を行い、医療費負担制度を含め後発医薬品の適正使用に

関してより効果的な啓発を実施

○ 後発医薬品へのスムーズな切替を促進するため、県民に対して

テレビCMや雑誌等のメディアを使った広報を実施

○ 一般向けセミナー、公開講座等の開催により普及啓発を実施

地域フォーミュラリの普及・啓発

○ 地域フォーミュラリの効果的な周知・啓発方法の検討や医療機

関や薬局へのアンケート調査等を通じて、地域フォーミュラリの

導入可能性や課題を検証



後発医薬品に関する動き

令和７年３月７日 徳島県 薬務課

資料４



１ 「安定供給の確保を基本として、後発医薬品
を適切に使用していくためのロードマップ」

【概要】

○2013年（平成25年）に策定した「後発医薬品のさらなる使用促進のための
ロードマップ」（旧ロードマップ）を改訂。

○現下の後発医薬品を中心とした医薬品の供給不安に係る課題への対応を基
本としつつ、後発医薬品を適切に使用していくための取組も整理。

○バイオ後続品の取組方針については、その特性や開発状況等が化学合成品
である後発医薬品とは大きく異なるため、ロードマップの別添として別途整
理。



１ 「安定供給の確保を基本として、後発医薬品
を適切に使用していくためのロードマップ」

【数値目標】

主目標 ：医薬品の安定的な供給を基本としつつ、後発医薬品の

数量シェアを2029年度末までに全ての都道府県で80％以上

（旧ロードマップから継続）

副次目標①：2029年度末までに、バイオシミラーが80%以上を

占める成分数が全体の成分数の60%以上

副次目標②：後発医薬品の金額シェアを2029年度末までに65％以上



１ 「安定供給の確保を基本として、後発医薬品
を適切に使用していくためのロードマップ」

【取組施策】

（１）安定供給・国民の信頼確保に向けた取組

○品質確保に係る主な取組

・無通告立入検査の実施 ※令和５年度～

・自主点検の実施 ※令和６年度～

○安定供給に係る主な取組

・「供給不安報告」又は「供給状況報告」制度の整備 ※令和６年度～

・企業による安定供給に係る情報の公開 ※令和６年度～



１ 「安定供給の確保を基本として、後発医薬品
を適切に使用していくためのロードマップ」

【取組施策】

（２）新目標の達成に向けた取組

○使用環境の整備に係る主な取組

・金額ベースでの後発医薬品置換率情報の提供 ※令和６年度～

・都道府県医療費適正化計画への目標や取組の設定等 ※引き続き実施

○医療保険制度上の事項に係る主な取組

・長期収載品への選定療養の導入 ※令和６年１０月～

・診療報酬における後発医薬品使用の評価を検討 ※引き続き実施



２ 「バイオ後続品の使用促進のための取組方針」

【概要】
○バイオ後続品（バイオシミラー）は、先行バイオ医薬品とともに、医薬品分野の中でも

成長領域として期待されている分野。医療費適正化の観点に加え、

我が国におけるバイオ産業育成の観点からも、使用を促進する必要がある。

○後発医薬品に係る新目標の副次目標としてバイオ後続品の数値目標が

位置づけられたことも踏まえ、後発医薬品に係るロードマップの別添として、

バイオ後続品の取組方針を整理した。

【数値目標】

2029年度末までに、バイオシミラーが80%以上を占める成分数が

全体の成分数の60%以上



２ 「バイオ後続品の使用促進のための取組方針」

【取組施策】

（１）普及啓発活動に関する主な取組

・バイオ後続品の一元的な情報提供サイトの構築 ※令和６年度～

・処方の切替え等を検討する際に必要な情報について、

市販後データも含めて整理し公表 ※令和７年度～

（２）安定供給体制の確保に関する取組

・企業は、必要な原薬又は製剤の在庫の確保を行う ※引き続き実施 等



２ 「バイオ後続品の使用促進のための取組方針」

【取組施策】

（３）使用促進に向けた制度上の対応に関する主な取組

・バイオ後続品の一定の使用基準を満たす医療機関の評価として、

「バイオ後続品使用体制加算」を新設 ※令和６年度～

・都道府県医療費適正化計画へのバイオ後続品の数量シェアや普及啓発等の施策に

関する目標や取組の設定  ※引き続き実施

（４）国内バイオ医薬品産業の育成・振興に関する取組

・バイオ医薬品の製造に係る研修 ※引き続き実施

・実生産スケールでの研修等の実施   ※令和６年度～



３ 「地域フォーミュラリ」に関する取組

（１）第４期徳島県医療費適正化計画 ※令和６年度～

○医療機関や薬局への「フォーミュラリ」の周知・啓発等の取組を進めます。

（２）県ホームページによる周知 ※令和６年９月～

○地域フォーミュラリについて

「地域フォーミュラリの定義」「導入目的」「実施主体」

「導入された具体例（薬効群・医薬品）」「参考資料」

（３）「地域フォーミュラリ作成マニュアル」 ※令和７年２月～



4 「地域フォーミュラリ作成マニュアル」について

（１）このマニュアルでの定義

①フォーミュラリとは

医療機関等において医学的妥当性や経済性等を踏まえて作成された

医薬品の使用方針

②地域フォーミュラリとは

地域の医師、薬剤師などの医療従事者とその関係団体の協働により、有効性、

安全性に加えて、経済性なども含めて総合的な観点から最適であると判断され

た医薬品が収載されている地域における医薬品集及び使用指針



4 「地域フォーミュラリ作成マニュアル」について

（２）目的

「有効性」「安全性」に「経済性」の観点を加えた

標準的な薬物治療の実施

（３）効果・メリット

① 薬物療法の標準化

② 薬剤費（医療費）の削減

③ 医薬品の在庫管理の効率化

④ 医薬品の安定的な供給への寄与 などが期待できる。



4 「地域フォーミュラリ作成マニュアル」について

（４）対象とする薬効群

後発医薬品を有することも含め、同種同効薬が多く存在する疾患領域の医薬品

＜例示＞・アンギオテンシンⅡ受容体拮抗薬(ＡＲＢ)

・α‐グルコシダーゼ阻害薬（２型糖尿病用）

・インフルエンザ治療薬

・ＨＭＧ-ＣｏＡ還元酵素阻害剤（スタチン）

・経口酸分泌抑制剤（ＰＰＩ・Ｐ-ＣＡＢＢ）

・第２世代抗ヒスタミン薬

※（一社）日本フォーミュラリ学会 モデル・フォーミュラリ 参照 



4 「地域フォーミュラリ作成マニュアル」について

（５）収載薬（地域フォーミュラリに採用する医薬品）の選定

・医薬品の安定供給を含めた製造販売業者の体制に関する事項のほか、

医薬品の適正使用のために有効性・安全性の評価を重視しつつ、

経済性にも留意して検討

・具体的には、次のデータを収集し、比較表を作成して検討

＜比較表：別紙資料(1)～(5)＞

品質、安定供給、適応範囲（効能・効果、用法・用量等）、薬物動態



【別紙資料(1)】

（安定供給） 医 薬 品

項 目 評 価 内 容

安定供給 原薬製造元
国名記載

重要度×３

３つ以上

２つ

１つ

非開示

自社工場（自社グループ含む）での製造か否か
重要度×２

国内自社グループ工場

海外自社工場

他社工場

非開示

自社グループ含む
物流センターの数・場所
重要度×３

東日本、西日本それぞれ1つ以上

東日本、西日本いづれかに2つ以上

１つ

メーカー在庫の平均月数 ３か月以上

２か月以上３か月未満

１か月以上２か月未満

１か月未満

直近５年間の販売中止品目（発売中止品目/発売品目）
重要度×２

0%

～１０％

１０％～２０％未満

２０％以上

有効期限
重要度×３

３年以上

２年以上

１年以上

なし

包装規格（バラ）の有無 あり

なし

評 価



【別紙資料(3)】

(適応範囲) ＊八尾市立病院フォーミュラリ参考・一部改変

先 発 品 後 発 品

項 目

効能・効果

用法・用量

剤形

薬価（１日当たり費用）

併用禁忌

併用注意

（代謝酵素）

（肝・腎障害）

（院内の使用状況）



4 「地域フォーミュラリ作成マニュアル」について

（６）実施（作成）主体

 ① 地域の医師会、歯科医師会及び薬剤師会が連携（例：大阪府八尾市）

 ② 地域の中核病院が主導し、地域の医師会及び薬剤師会と連携

  （例：埼玉県 新座病院）

 ③ 地域医療連携推進法人 （例：山形県酒田市 日本海ヘルスケアネット）

（７）作成委員会と作業部会（ＷＧ）の役割・機能

 ①作成委員会

 地域フォーミュラリの「決定」「運用管理」「導入評価」

 ②作業部会（ＷＧ）

 「素案及び資料作成」、地区医師会・薬剤師会等への「照会」「周知」



4 「地域フォーミュラリ作成マニュアル」について

（８）地域フォーミュラリの作成手順

➢ Ｓｔｅｐ１

・作成委員会が、地域フォーミュラリを検討する薬効群（疾患別）の

検討・提案

・ＷＧが、疾患に対する治療薬のフローシートと薬効群の比較表を作成

➢ Ｓｔｅｐ２

ＷＧが、・提案した薬効群について、使用量調査等を実施

・調査結果をもとに、運用による経済的効果等の資料を作成



4 「地域フォーミュラリ作成マニュアル」について

（８）地域フォーミュラリの作成手順

➢ Ｓｔｅｐ３

ＷＧが、Step1・2で作成した資料をもとに、地域フォーミュラリ素案を作成

➢ Ｓｔｅｐ４

・作成委員会が、地域フォーミュラリ素案を検討し、

地域フォーミュラリ原案を作成

・ＷＧが、上記原案を、ヒアリングシートとともに、三師会に配布



4 「地域フォーミュラリ作成マニュアル」について

（８）地域フォーミュラリの作成手順

➢ Ｓｔｅｐ５

作成委員会が、ヒアリングシートをもとに原案を修正し、

地域フォーミュラリ（案）を作成

➢ Ｓｔｅｐ６

ＷＧが、・地域フォーミュラリ（案）を三師会に提出し、承認を得る。

   ・承認を得た地域フォーミュラリ（案）について、

 作成委員会に提出し、最終承認を得る。

➢ Ｓｔｅｐ７

ＷＧが、承認を得た地域フォーミュラリを三師会に周知し、運用を開始



4 「地域フォーミュラリ作成マニュアル」について

（９）その他の項目

①更新や見直しの方法

  ＜例示＞

・新医薬品の薬価収載（年４回） ・後発医薬品の薬価収載（年２回）

・診療ガイドラインの改訂など作成している疾患領域の薬物療法に変化が生じた際

② 利益相反（ＣＯＩ）管理

地域フォーミュラリの作成組織の編成前に、作成に関わるメンバーの候補者から

経済的ＣＯＩの自己申告を組織の責任者を担う者へ提出してもらい、

作成組織への参加の適否を検討する。
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